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「地域活性化活動助成」に関するＱ＆Ａ 
 

＊平成 23 年 10 月 一部修正 
 

§１：「開発協会の地域活性化活動助成事業」 
開発協会の地域活性化活動助成事業は、いつから始められ、どのような団体の活動に助成が

なされているのですか。 
 
…本助成事業は、平成 14 年度の試行を経て、15 年度から本格的に実施しており、非営利の

市民団体が北海道内において実施する地域づくりの企画、推進または実施の活動で、今後

の北海道開発の推進に積極的に寄与するものを対象としています。なお、募集要領および

過去の地域活性化活動助成の一覧は、当協会のホームページでご覧いただけます。 
 
§２：「申請書の入手方法」 
申請書はどのようにして入手できるのでしょうか。 

 
…当協会の広報誌「開発こうほう」の他、ホームページでも公募を行いますので、インタ

ーネットをご利用になられる方は、当協会のホームページから申請書等の各様式をダウン

ロードいただけます。また、電話・fax ならびに電子メールにて、宛先と氏名を明示し、申

請書等の送付申し込みをいただければ、関係資料をお送りいたします。 
 
§３：「北海道開発の推進に寄与するものを対象」 
助成の対象となる活動は、具体的にはどのような活動をいうのでしょうか。また、地域づくりの

活動であれば、幅広く考えてもいいのでしょうか。 
 
…本助成事業は、「募集要領」の趣旨に記載しているとおり、21 世紀の北海道開発の推進に

寄与する地域自らの発想による地域づくりを支援するため、地域の活性化に資する活動に

対して助成しようとするものです。 
したがって、北海道総合開発計画における主要施策や各地域の整備に関する施策等の円

滑な推進に寄与する活動であれば比較的幅広に考えていくつもりです。また、開発行政の

所管外である、例えば保健・医療・福祉および教育などの活動は原則として対象と考えて

いませんが、具体的には開発調査総合研究所までご相談ください。 
なお、開発行政の第一線を担う北海道開発局各開発建設部地域振興対策室にもご協力を

お願いしていますので、ご相談に応じていただけることになっています。 
また、募集要領に示している審査の基準である、①地域の発展に貢献するもの、②地域

の特性を生かすもの、③他の地域・民間活動のモデルとなるもの、④活動の継続性が見込

まれるもの、の全てに合致していることが必要ですので、ご留意ください。 
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§４：「地域の発展に貢献」「地域の特性を生かす」「他の地域、民間活動のモデル」 
審査の基準である「①地域の発展に貢献するもの」、「②地域の特性を生かすもの」「③他の地

域、民間活動のモデルとなるもの」の意味について、具体的に説明してください。 
 
…地域づくりの活動であればどの項目も必然でしょうが、①は、活動のねらいが、地域の

発展に貢献することが顕著に示されているとともに、その効果が期待できるものを評価。

②は、その地域にしかない、あるいは、その地域に特徴的な資源等を生かしているものを

評価。③は、新しい視点、ユニークな手法、先駆的な取組など、他の地域や市民活動の模

範となるものを評価し、審査するという意味です。 
 
§５：「活動の継続性」 
「④活動の継続性が見込まれるもの」とはどういうイメージなのでしょうか。例えば、単年度の調

査やシンポジウム開催は、対象とはならないのでしょうか。 
 
…ここでいう「活動の継続性」とは、団体の活動が単発に終わるもの、すなわち１回限り

のイベント等を開催するために団体を結成する場合などは対象外であることを意味してお

り、単年度事業であっても、継続している団体活動における調査やイベントは対象と考え

ています。 
 なお、活動の立ち上がりや充実のための支援を主眼にした１回限りの助成と考えていま

すので、毎年恒例となっている行事や既に定着しているような活動に対する助成および連

続した助成は行いません。 
 
§６：「過年度助成採択団体からの申請の取扱い」 

以前、貴協会の助成を受けたことがありますが、過去の活動と異なる活動内容であれば、

再度申請してもよいのでしょうか。 
 
…結論としては、「過去の活動内容と独立した有意義な活動内容に対しては、申請書を受

けます。しかし、公平性・客観性などの観点から、過年度における採択実績は、評価時の

判断材料の一つであり、当面は、優先順位を下げる要素となります。また、1 団体からの活

動に対する採択は、2 回が限度であり、それ以上の回数の採択は、予算事情や他の多くの申

請者の存在からも難しいでしょう。 
ちなみに、連続した助成は原則として行わず、２回目の助成は 1 年以上の間隔をおくこ

ととなります。 
 
§７：「選考方法」 
選考方法について、もう少し具体的に教えてください。 

 
…申請のあった活動内容について、当協会で審査・選考しますが、できる限り公平性・客

観性を期するため、市民活動に精通している大学教授 1 名と北海道開発局の担当官 2 名に

アドバイザーとして参画いただいています。 
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§８：「追加資料・ヒアリング等」 
審査・選考にあたって、必要に応じ追加資料を求め、ヒアリング等を実施することがあるとされ

ていますが、どのような場合ですか。 
 
…申請された内容に不明な点や補足して欲しい事項があった場合などを想定しております。

また、決定に際して、ヒアリング（面談または電話等）を実施することがあります。 
 
§９：「選考結果の公表」 

選考結果の公表について教えてください。また、不採択の際の理由は教えていただける

のでしょうか。 

 
…採否および助成額の通知は、当方より直接申請団体に文書で行うとともに、選考結果に

ついては、「開発こうほう」およびホームページでも公表しています。 
なお、不採択団体に対する不採沢通知には、理由の記載はせず、公表もいたしません。（仮

に照会があっても、「他に採用すべき優先順位の高い活動があったため」としかお答えしま

せん。） 
 
§１０：「助成額」 
助成額は７０万円を限度とされていますが、必ずしも上限いっぱいではないのでしようか。 

 
…当協会の毎年度の事業計画に基づき、申請件数および内容等を勘案しながら、できるだ

け多くの活動に対して助成したいと考えています。そのため、１団体当たり１件、７０万

円を上限としておりますが、決定にあたっては要望額を下回ることが想定されます。その

場合、助成決定通知書に記載された助成額において当該活動の実施に支障がない場合は、

承諾書を提出してください。もし、当該活動がどうしても困難であると判断され、辞退さ

れる場合は、辞退届を提出してもらいます。 
 
§１１：「重複助成・使途等」 
重複して助成は行わない、使途では職員報酬・長期雇用者人件費等は助成しないとされていま

すが、具体的に教えてください。 
 
…当協会に助成を申請した活動内容に対し、他の機関・団体からの助成が行われる場合に

は、重複して助成しないという趣旨です。申請中または申請予定がある場合は、様式１に、

その旨を記載していただくこととし、助成が決定した場合は、本助成申請の取り下げをお

願いします。 
 使途に関しては、団体にではなく活動に対する助成ですので、人件費のほか、団体の財

産となるような高額備品等（10 万円以上）の購入も不可と考えています。 
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§１２：「活動の報告」 
活動の報告は、中間時および完了時があるとのことですが、特に、留意すべきことは何でしょう

か。 
 
…助成対象活動の進捗状況を確認させていただく意味で中間時等において簡単なアンケー

トを実施するほか、活動完了の報告書を翌年の４月３０日までに提出していただきます。   
完了報告書は、団体の会計年度によって事業収支決算書が未了の場合が考えられますが、

この場合は、当協会助成金を含む簡易な収支決算書の作成・提出でも可と考えていますの

で、期限の厳守をお願いします。 
なお、当協会としては、活動成果報告書のほか、活動内容が分かる報道記事、パンフレ

ット、写真等を提出していただくことにより確認することになりますのでご留意願います。 
 

§１３：「事故等の届け出」 
助成決定後、予定していた会場借り上げが困難となり、次年度に実施したい場合などは、どの

ように届ければいいのでしょうか。 
 
…通常の場合は、届け出（様式は任意）に基づき助成決定を取消し、支払い済であればそ

の返還を求めることになりますが、次年度実施が確実である場合は、その宣約書（様式は

任意）を提出していただくことで対処したいと考えていますので、速やかにご相談くださ

い。 
 
§１４：「選考結果はいつ頃わかるのか」 

選考結果の採否はいつ頃わかるのでしょうか。落選の場合に他の助成に申し込むので早

く知りたいのですが。 

 
…採否は、例年５月下旬の選考ワーキンググループ会議を経て６月上旬を目途に協会が決

定します。採否の通知は決定後速やかに郵送でお知らせしますが、他の申請の関係等で速

やかに結果を知りたい方は、別途メールなどでご連絡をいただければ対応します。 
 

 
 


